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（2021年4月1日～2022年3月31日）

エコアクション２１

2022年7月1日　発行

2021年度

環 境 経 営 レ ポ ー ト

門司メタルプロダクツ株式会社

認定番号0001493



１．事業所名、所在地および代表者

： 門司メタルプロダクツ株式会社　　

：

　　本社及び本社工場 〒800-0007 北九州市門司区小森江２丁目２番１号

　　営業部（大阪営業所） 〒541-0051 大阪市中央区今橋２丁目４番１０号

： 代表取締役 岡　本　　寛　之

２．環境管理責任者および連絡先

： 工場長 小　山　　和　宏

： 総務室室長 竹　原　　典　章
(ｴｺｱｸｼｮﾝ21事務局)

TEL(093)381-1331　　FAX(093)381-3833

３．事業の概要

復水管、銅・銅合金管、モールド、複合製品、熱交製品、その他各種加工品

の製造・販売

４．事業の規模

： 億円

： 名

： ㎡

： ㎡

５．認証・登録の対象

全組織及び全事業活動
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事 業 所 名

所 在 地

代 表 者

環 境 管 理 責 任 者

32,400

売 上 高 42.9

建 屋 面 積

連 絡 先

従 業 員 数

敷 地 面 積

160

52,000

１ 組織の概要



６．実施体制（認定対象部署）
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環 境 経 営 方 針

1. 基本理念

門司メタルプロダクツ株式会社は、地球環境の保全がすべての生命体に

共通する最も重要な課題であり、より健全な地球環境を次世代に引き継ぐ

ことが使命であると認識したうえで、このかけがえのない地球を守るために、

事業活動のあらゆる面において、環境に配慮して行動するすることを決意します。

2. 行動指針

全従業員参加による下記取組み等により環境経営の継続的改善を行います。

１．事業活動にともなう二酸化炭素排出量の削減、水総使用量の削減、

    廃棄物排出量の削減・再資源化(リサイクル化)、化学物質使用量の

    削減により、環境負荷の低減を図ります。

２．事業活動で使用する資材・用品のグリーン購入を促進します。

３．環境にやさしい製品の生産・販売及びサービスの提供と開発に取り

    組みます。

４．事業活動に係わる環境関連の法規・条例等を遵守します。

５．社会、地域との共生を図ります。

６．この環境経営方針を全従業員に周知するとともに、教育・訓練をおこない、

    継続的な活動を推進します。

制定

改訂

北九州市門司区小森江２丁目２番１号

門司メタルプロダクツ株式会社

代表取締役社長　　　

平成18年 10月　1日

令和 2年　4月　1日

２ 環境経営方針
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 １． 電力消費量の維持・削減

(1) 第一製造室全体

・ 効率の良い設備稼動の計画、および生産性の向上に注力します。

・ 工場エアーの漏れ箇所の点検および不具合箇所補修を継続します。

・ 電源のON／OFFをこまめに行います。

(2) 加工品製造室  1650トンプレス

・ 1シフト当たりの押出し本数30本を目標にします。

 ２．燃料消費量の維持・削減

(1) 第二製造室（ピアサー）

・ 適切な空燃比で調整します。

 ３． 化学物質購入量の維持・削減

(1) 加工品製造室/エチルベンゼン

漏洩、飛散、蒸発等を削減します。

(2) 設備室/苛性ソーダ

酸処理の適正濃度管理を行い、苛性ソーダを削減します。

 ４． 地金購入量の維持・削減

購入屑及び社内発生屑を再利用して地金使用を削減します。

 ５． 二酸化炭素排出量の維持・削減

(1) 効率の良い設備稼動の計画、および生産性の向上に注力します。

(2) 各機器のエアー・蒸気漏れ防止を継続します。

(3) 事務所の省エネ(空調、照明、給湯器)を継続します。

 ６． 水使用量の維持・削減

回収雨水の最大活用による水総使用量の削減を継続します。

 ７． 廃棄物排出量の維持・削減

(1) Niめっき廃液の社内処理を継続し、産廃排出量を削減します。

(2) 廃油【作動油】の再生使用を継続し、産廃排出量を低減します。

(3) 廃木材のリサイクル（再使用）を継続し、排出量を削減します。
(4) 廃棄物【廃酸スラッジ、廃油、古紙等】の有価化を継続します。
(5) 廃棄物【廃木材、廃プラ等】の新規有価化のための調査を継続します。

３ 主な環境経営計画の取組み
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１．中期 環境経営目標

　目　標　項　目 21年度 22年度 23年度 24年度

実績 目標 目標 目標

1 電力使用量 第一製造室 5,707 5,590 5,478 5,370

　　の維持削減 全体 （kWh/生産T）

2 電力使用量 加工品製造室 103 63 61 60

　　の維持削減 1650トンプレス （kWh/P）

3 電力使用量 設備室 243 210 200 190

　　の維持削減 エアーコンプレッサー （kWh/生産T）

4 燃料消費量 第二製造室 56.3 55.2 54.0 53.0

　　の維持削減 ピアサー （ /ｔ）

5 化学物質購入量 加工品製造室 1.10 0.99 0.94 0.90

　　の維持削減 エチルベンゼン （ /ｔ）

6 地金購入量 第一製造室 58.0 65.6 66.9 68.0

　　の維持削減 製造全体 （円/生産ｋｇ）

7 二酸化炭素排出量 （ton-CO2/生産T） 2.87 2.81 2.75 2.695

 の維持削減※ （ton-CO2） 5,043 4,942 4,843 4,746

8 水使用量の維持削減 （千ton） 21.7 21.3 20.9 21

9 廃棄物排出量の維持削減 （ton） 174 170 167 164

※二酸化炭素排出係数は0.37399(鉄鋼連盟自主行動計画)を使用｡

２．目標の達成状況

今年度の環境経営目標と実績は以下の通りです。

　目　標　項　目 20年度 21年度 21年度 削減率

実績 目標 実績 達成率

1 電力使用量 第一製造室 5,743 5,535 5,707 ×

　　の維持削減 全体 （kWh/生産T） （-3.1%）

2 電力使用量 加工品製造室 136 156 103 ○

　　の維持削減 1650トンプレス （kWh/P） （34%）

3 燃料消費量 第二製造室 54.6 56.7 56.3 ○

　　の維持削減 ピアサー （ /ｔ） （0.7%）

4 化学物質購入量 加工品製造室 1.93 1.74 1.10 ○

　　の維持削減 エチルベンゼン （ｋｇ/ｔ） （36.8%）

5 化学物質購入量 設備室 15.6 14.8 10.9 ○

　　の維持削減 酸処理設備 （ /ｔ） （26.4%）

6 地金購入量 第一製造室 61.7 64.3 58.0 ×

　　の維持削減 製造全体 （円/生産ｋｇ） （-10.9%）

7 二酸化炭素排出量 （ton-CO2/生産T） 2.98 2.92 2.87 ○

 の維持削減※ （ton-CO2） 4,433 4,344 5,043 （1.7%）

8 水使用量の維持削減 （千ton） 21.0 21.0 21.7 （-3.3%）

9 廃棄物排出量の維持削減 （ton） 190 180 174 （3.3%）

４ 環境経営目標と実績
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 １． 電力消費量の維持・削減

(1) 　第一製造室全体（目標 5,535→ 実績 5,707ｋWh/ton　△3.1%）

　　・溶解集塵機の故障により制御不能となり、原単位が悪化しました。

　　・全工場のエアー漏れ箇所の点検・補修を継続実施しました。

(2) 加工品製造室  1650トンプレス　　（目標 156→ 実績 103ｋWh/ｐ　34%）

　　・お客様の当社使用率がUPし、1シフト当たりの押出し本数が計画以上となり

量産効果がでました。

 ２．燃料消費量の維持・削減　（目標 56.7→ 実績 56.3 /ton　0.7%）

　　・空熱比の調整および管理を行い計画並となりました。

 ３． 化学物質購入量の維持・削減

(1) 加工品製造室/エチルベンゼン　（目標 1.74→ 実績 1.10ｋｇ/ton　36.8%）

　　・複合線材の生産量増により原単位が改善しました。

(2) 設備室/苛性ソーダ　（目標 14.8→ 実績 10.9 /ton　26.4%）

　　・酸処理の適正濃度管理を行い、苛性ソーダの使用量が削減できました。

 ４． 地金購入量の維持・削減　（目標 64.3→ 実績 58円/ｋｇ　△10.9%）

　　・地金相場が上がり基調であったため、市中屑の購入メリットがでませんでした。
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５ 環境経営計画の取組結果の評価



 次年度の主な取組内容は、以下の通りです。

１．電力消費量の維持・削減
省エネタイプの設備を計画的に導入する。
効率の良い設備稼働の計画および生産性の向上に取り組む。
エアーコンプレッサーの台数制御を行う。

２．燃料消費量の維持・削減
ピアサー加熱温度見直しによる使用量を削減する。

３．化学物質購入量の維持・削減
飛散・蒸発等を削減する

４．地金購入量の維持・削減
購入屑及び社内発生屑を再利用して地金使用を削減する。

※ 目標値については、6ページ
２．中期 環境経営目標　に記載します。

１．環境関連法規等への違反の有無

要求事項

大気への排出基準 ○

排ｶﾞｽ測定義務 ○

VOC排出基準 ○

水質汚濁防止法 公共用水域への排出基準 〇

特定施設の設置・変更・廃止届 ○

特定施設の設置・変更・廃止届 ○

下水道への排水基準 ○

定期の報告 ○

北九州市下水道条例 下水道排水減量の申請 ○

騒音規制法 特定施設の設置・変更・廃止届 ○

北九州市公害防止条例 ○

土壌汚染対策法 特定施設の廃止届出時 ○

毒物及び劇物取締法 陳列場所の表示義務、施錠義務および事故時の処置 ○

電気事業法電気関係報告規則 PCB含有電気工作物の報告 ○

廃棄物の処理清掃に関する法律 ○

 PCB特別措置法 PCB保管及び処分状況の報告 ○

フロン排出抑制法 機器の点検及び記録の保管 ○

2021年2月11日に鋳造冷却水が公共水域へ流出させる事案が発生しました。
対策としてNo,2排水口には雨水しか流れ込まないよう海水排水系統の設備的対策の
実施と有害な液体の配送に使用する配管の更新を行いました。
また、No,2以外の2つの排水口についても同様の対策を講じました。

２．訴訟等の有無
 関係機関等からの指摘及び利害関係者からの訴訟や苦情はありませんでした。

 下水道法
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環境関連法規 遵守状況

 大気汚染防止法

瀬戸内海環境保全特別措置法

６ 次年度の環境経営目標及び環境経営計画６ 次年度の環境経営目標及び環境経営計画

７ 環境関連法規等への違反、訴訟等の有無



  １．全体評価

目標項目6項目中、4項目が目標達成、2項目が未達成となりました。

(1) 目標達成

1650トンプレスの電力消費量 目標原単位に対し、34%減

ピアサー燃料消費量の維持・削減 目標原単位に対し、0.7%減

エチルベンゼンの使用量 目標原単位に対し、36.8%減

苛性ソーダの使用量 目標原単位に対し、26.4%減

(2) 目標未達成

第一製造室全体の電力消費量 目標原単位に対し、3.1%未達成

地金購入量の維持・削減 目標原単位に対し、10.9%未達成

２．見直し・指示

(1) 環境経営方針

見直しなし。

(2) 環境経営目標・活動計画

・部署、設備単位で目標を設定して電力、燃料、化学物質の使用量削減、

 地金購入量の維持・削減を目標としました。

・環境リスクの低減と緊急事態訓練を推進します。

(3) 実施体制

見直しなし。

(4) 環境経営システム（規程・作業標準等）

最新法令に適合した規程および関連する作業 標準の見直しに取組みます。
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８ 代表者による全体評価と見直し・指示


